
花とみどりのフェスティバル第40回神奈川県花き展覧会  出品規定 
 

（出 品） 

  第１  開催計画第７に定める出品は、この規定による。 

 

（出品資格） 

  第２  この品評会への出品資格を有するものは、次のとおりとする。 

    １  品評会 

         県内にあって、３アール以上の花き栽培面積を有し、商品として継続的に生産出荷 

    するもの。 

    ２  フラワー装飾の部 

         花き園芸の発展に寄与するものであって、事務局の指定するもの。 

  ３ 参考出品の部 

         花き園芸の発展に寄与するものであって、事務局の認めたもの。 

 

（出品物の取扱い） 

  第３  出品物は、フラワー装飾については神奈川県生花小売商協同組合、それ以外は神奈 

   川県花き園芸組合連合会に属する。なお、出品に要する費用は、出品者の負担とし、 

   出品の際は、本会所定の出品票を付して指定の日時に会場に搬入する。 

 

（出品物の展示） 

  第４  出品物の展示は、会場装飾の観点から事務局の指示による。 

 

（出品部類） 

  第５  出品物の部類は次のとおりとする。 

    １  カーネーションの部 

    ２  バラの部 

    ３  スイートピーの部 

    ４  一般切花の部 

    ５  鉢物の部 

  ６ 苗物の部 

    ７  枝物の部 

    ８  シクラメンの部 

    ９ 洋らんの部 

    10  フラワー装飾の部 

 

（出品規格） 

  第６  出品物の規格は次のとおりとする。 

    １  カーネーションの部      ２０本 

    ２  バラの部           １０本 

    ３  スイートピーの部       ２５本 

      ４輪め半開で、つぼみを残し、バラ挿しで束ねない 

    ４  一般切花の部    

     (１) 一般切花類 

            ２０本  パンジー、やぐるまそう 

            １０本  きんぎょそう、ストック、マーガレット、ガーベラ、なばな、きく、 

          きんせんか、ブバルジア 

              ５本  アンスリウム、ストレリチア 

    (２) 球根切花類 

            ２０本  スイセン(ラッパスイセンを除く)、フリージャ 



            １０本  ゆり類(てっぽうゆり、オリエンタル系大輪、かのこを除く)、 

                  チューリップ、ラッパスイセン、アイリス 

              ５本  てっぽうゆり、オリエンタル系大輪、かのこ 

    (３) 葉物類 

           ２０本  アスパラガス（ナナス、スプレンゲリー）   

           １０本  そてつ、フェニックス、ゴム、サンセベリア 

             ５本  アスパラガス（ミリオクラダス、ファンカーター） 

             ３本  ドラセナ 

    ５  鉢物の部 

              １鉢  直径又は、一辺が３０㎝以上の鉢物（サボテン、草花等の寄植、盆栽 

          風寄植を含む） 

             ２鉢  上記以外の鉢物（同色のみの出品とする） 

  ６ 苗物の部 

              １トレイ ポットに入った花苗をカゴトレー（34×50.5×8㎝ 程度）に入れる。 

４号ポット…１１ポット以上 

３．５号ポット…２０ポット 

３号ポット…２４ポット 

    ７  枝物の部 

     (１) 束 物 

            通常の出荷姿によるものとし、基準は次のとおりとする。 

            ただし、長さは１６５㎝を限度とする。 

         ２０本  ゆきやなぎ（１年生枝） 

            １５本  あかめやなぎ、えにしだ、こでまり、りんしょうばい 

            １０本  アカシア、ゆきやなぎ（２年生枝）、きんぽうじゅ、ちょうせんまき 

              ７本  せっかやなぎ、まさき、いぶき、そなれ、きゃら、サイプレス 

              ５本  えんこうすぎ、なんてん、ひいらぎなんてん、つつじ、ぼけ、ひば、 

          ひむろすぎ 

     (２) 枝折物 

            ４枝折、通常の出荷姿によるものとする。 

            ただし、長さは１６０㎝を限度とし、幅は４０㎝以内とする。 

         うめ、さくら、さんしゅゆ、もも、みずき、れんぎょう 

     (３) 木 物 

            １～３本 

            ただし、長さは２１５㎝を限度とする。 

    ８  シクラメンの部 

２鉢 ミニ，４号鉢以上 

       １トレイ ガーデンシクラメンについては、３．５号は１１穴、３号は１５穴の

トレイに入れる。花色は３色以上とする。 

    ９  洋らんの部 

          ア  切 花 

              ３本  シンビジウム、デンドロビウム、ファレノプシス類、オンシジウム、 

          パフィオペディルム 

              ２本  カトレア、バンダ 

         イ  鉢 物 

            ファレノプシス類 

１鉢  外寸が１８㎝以上、２７㎝以下の鉢物 

大輪種は３株で花茎３本立ちとする。ただし、小・中輪種（ミディ系）

はその限りではない。 



             ２鉢  外寸が１８㎝未満の鉢物               

     その他の洋らん類 

１鉢  外寸が１８cm 以上の鉢物 

          ２鉢 上記以外の鉢物 

  １０  フラワー装飾の部 

          アレンジメント    規格等については、別途定める。 

 １１  その他 

     (１) 例示のない種類については、通常の出荷姿によるものとする。 

     (２) 参考出品の部は審査の対象外とする。 

     (３) 加工品は無着色パンパス程度のみとし、その他の加工品は除く。 

 

（その他） 

  第７  その他出品物に関し、必要な事項は実行委員長が別に定める。 

 

 

 

 


